
 

 

原村上下水道審議会 会議録 

 

１ 開催日時  令和７年 10 月 30 日(木) 

開議 午後 7時 00 分、  閉議 午後 9時 00 分 

 

２ 場  所  原村役場 201 会議室 

 

３ 出欠委員  出席者 五味 光亮 会長、  北原 一幸 副会長、  

浅川 明宏 委員、 田口 夕季 委員、 中村 浩平 委員、 

日達 章 委員、 百瀨 嘉德 委員、 森 由美子 委員 

              

       事務局 建設水道課長 百瀬 則夫 

            上下水道係長 小池 祐貴 

            上下水道係  矢島 聖太 

 

４ 委嘱状の交付  8 名（全委員） 

  

５ 議 事 

（1） 原村水道事業及び原村下水道事業の経営戦略の改定について 

（2） 水道料金の改定について 

（3） 下水道使用料の改定について 

 

五味会長 議事（１）について事務局に説明を求める。 

小池係長  原村水道事業及び原村下水道事業の経営戦略の改定案について説明。 

 近年の物価高騰の中で収支均衡を維持するため、令和９年４月の値上げ改定が

必要と判断した。 

 改定案のパブリックコメントを 11 月中には実施したいのでご了解いただきた

い。 

五味会長 なにかご意見等あるか。 

  委員 資料を事前に配布した方が他の委員も理解しやすかったのではないかと思う。 

パブリックコメントの具体的なスケジュールは定まっていないということでよ

いか。 

水道の経営戦略と下水道の経営戦略で記載のボリュームが違うと感じた。 

小池係長  パブリックコメントの具体的なスケジュールは定まっていない。 

 水道と下水道の経営戦略の記載内容はボリュームにバランスが取れるように加

筆したい。 

五味会長 ほかになければ、議事（２）について事務局に説明を求める。 

矢島主任 水道料金の改定案について説明。 

物価高騰、施設及び管路の更新、人口減少による給水収益の減少、また、現在

検討している別荘料金の廃止の影響を鑑みて令和９年４月に平均改定率 26％の改

定をお諮りしたいと考える。 

五味会長 なにかご意見等あるか。 



 

 

  委員 別荘料金を廃止する理由は何か。 

工場用料金を上げない理由は何か。 

矢島主任 受益者間の公平性の観点から、水道を一般用と別荘用途とに分ける理由が説明

できないため廃止を検討している。また、用途変更など実際の運用に苦慮してい

る。 

小池係長 工場用の料金については、平均改定率に従って値上げする予定です。 

  委員 説明を聞いて別荘用に係る事務がやりづらいのはわかった。 

  委員 説明資料にある 20 ㎥の水道料金は、要するに基本料金ということか。 

矢島主任 そのとおりです。 

  委員 そろそろ加入金についても増額の改定を検討していいと思う。 

矢島主任 承知しました。 

  委員  別荘用の経緯としては、別荘は一般家庭ほど水を使わないため、一般家庭と同

水準の料金では水道施設を維持管理する経費を賄えないことから差をつけたとい

う経過がある。そのあたりも含めて考えていただきたい。 

  委員 別荘用途の廃止は令和９年４月の料金改定に合わせてやりたいということでよ

いか。 

小池係長 そのとおりです。 

五味会長 ほかになければ、議事（３）について事務局に説明を求める。 

矢島主任 下水道料金の改定案について説明。 

物価高騰、管路の更新、人口減少による使用料収入の減少、村一般会計からの

繰入金の減少を鑑みて令和９年４月に平均改定率 10％の改定をお諮りしたいと考

える。 

小池係長 改定の時期も含めて今後検討いただきたい。 

五味会長 なにかご意見等あるか。 

  委員 起債残高は減少しているか。 

小池係長 減少しているが、毎年新たに起こしてもいます。 

  委員 受益者負担金も見直したらどうか。 

小池係長 検討します。 

  委員 水道の給水範囲や下水道整備区域を拡大する予定はあるか。 

百瀬課長 今回お示しした試算では、整備区域の拡大を想定していない。 

また、可能性がゼロではないが、現在のところ整備区域を拡大する予定は水道

事業・下水道事業としてはない。 

  委員  下水道整備区域外の方は、下水道使用料が発生していないと考えてよいか。 

小池係長 そのとおりです。 

五味会長 今日の審議会は、諸々の説明を受けたということでお持ち帰りいただき、次回

の審議会までに各自ご検討いただきたいと思う。 

  委員 今後のスケジュールはどうか。 

小池係長 繰り返しになりますが、経営戦略のパブリックコメントは 11 月中から１か月程

度行い、パブリックコメント後の審議会を年末から年明けにかけて開催したいと

考える。 

また、料金改定については条例等の改正が必要であり、令和８年９月議会への

上程を目途としたいので、来年度も早い時期に審議会を開催させていただく予定

です。 

五味会長 ほかになければ、以上で第１回の上下水道審議会を終了とします。 

  

 


